受付日時

令和　　年　　月　　日
　　　　　　　時　　分
申込者　住所　
氏名　
（法人の場合は法人名及び代表者名）
電話　　　　（　　　）

胎内市空き家等解体補助金事前申込書


	１　建築物の所在地
	胎内市

	２　建築物の所有者
	住所
氏名

	３　建築年月日
	　　　年　　　月　　　日

	４　空き家となった時期
	　　　年　　　月　　　日



補助要件
1 　解体する空き家が「特定空家」に認定されていること若しくは「不良空家」であること又は老朽危険度の判定基準の評点の合計が50点以上あること。
2 　所得要件をみたしていること。

	世帯員数
（補助対象者を含む。）
	基準額

	１人
	200万円

	２人
	250万円

	３人
	300万円

	４人
	350万円

	５人
	400万円


　　　　※世帯員が５人を超える場合にあっては、５人の区分の額に、世帯員が１人増えるごとに50万円を加算した額とする。

3 　空き家の所有者・その相続人又は相続財産清算人が申請すること。
4 　市税の滞納がないこと
5 　所有権等が共有（相続人含む）の場合、全員の同意があること。
6 　所有権以外の権利が設定されている場合、その権利を有する者からの同意があること。

